
公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 特別会計名：豊川市病院事業会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記載すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注　平成17年度（又は平成18年度）の公営企業決算状況調査、地方財政状況調査等の報告数値を記入すること。

　なお、財政力指数、実質公債費比率及び経常収支比率は、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を

　記載し、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合は、その構成団体の各数値を加重平均したも

　のを記載すること。（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0

　以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記載すること。）

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　ものに限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

基 本 方 針

区　　分

　当院では、地域の基幹病院として、基本理念である「信頼される医療の提供を通じて、地域
住民の健康づくりに貢献する」を目指し、質の高い医療サービスを安定的かつ効率的に提供す
べく、健全経営に努め、平成６年度から黒字決算を続けています。
　しかし、診療報酬のマイナス改定など一連の医療保険制度の見直しにより、医療を取り巻く
環境はその厳しさを増し、病院経営に大きな影響を及ぼしています。
　今後も、職員一人一人が常にコスト意識、改善意識を持ち、最小の経費で最大の効果が得ら
れるよう創意工夫を図り、収入の確保と支出の削減等効率的な事業運営に努め、さらなる経営
基盤の強化を図るため、豊川市病院事業経営健全化計画を策定します。

豊川市民病院経営健全化計画

平成19年度～平成23年度

第３次豊川市定員適正化計画

議会への説明及び豊川市民病院ホームページにて公表します。公表の方法等

豊川市長　中野　勝之

内　　　容

計 画 名

13.8（Ｈ19）

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　■　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　□　該当なし

　３　□にレを付けた上で内容を記載すること。

〔合併期日：平成１８年２月１日（旧法）合併前市町村：豊川市、一宮町〕

91.2（Ｈ18）

職員数※  (H19. 4. 1現在)

病院事業

■適　用　 □非適用

公営企業債現在高（百万円）

533人豊川市

6.4％（Ｈ18） 1,397（Ｈ18）

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和21年4月9日 地方公営企業法の適用・非適用

0.93064（Ｈ18）

0 利益剰余金又は積立金（百万円）

0

946（Ｈ18）

既存計画との関係

団　　体　　名※

構成団体名

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

計画策定責任者

資金不足比率    （％）

計 画 期 間



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。
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公
営
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債

(単位：千円)
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

694,140

681,025

13,115

694,140

681,025

13,115

(単位：千円)
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

合　　　計　　　　 (B)

病院施設整備事業

医師宿舎整備事業

(単位：千円)
年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高) 合　　計

公営企業で負担するもの (A)-(B) 694,140

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B)

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

694,140

合　　計

旧 資 金 運 用 部 資 金
694繰上償還希望額

繰上償還希望額

694

101 101

繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

公営企業金融公庫資金

旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① ７対１の看護基準の導入

課 題 ② 各種加算の取得等による増収対策の実施

課 題 ③ 退職不補充による正規職員の削減

課 題 ④ 広告掲載による収入の確保

課 題 ⑤ 未利用資産（土地）の売却

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容
　当院は東三河南部医療圏に位置し、診療科２３科、病床数４５３床を有する地域の中
核病院として、高度先進医療、不採算医療を含めて担当し、地域医療の発展と充実に貢
献しています。さらに、全国でも数少ない精神科病棟を併設しており、また単独型臨床
研修病院として医師の育成にも努めています。
　収支面では、平成6年度に黒字に転換し、以後大きな額ではないが黒字を現在まで継
続しています。なお、平成12年度には、累積欠損金を解消しました。
　一般病床の利用率は平成９年度には100％を超え18年度は101.8％と、現在まで続い
ています。類似団体（黒字）の利用率平均は17年度で87.7％であり、大きく上回って
います。
　また、病床利用の増加に合わせ、平均在院日数の短縮に努めた結果、１８年度の一般
病床の平均在院日数は13.5日となっており、類団の平均は17.7日（17年度）を上回っ
ており、病床の稼動はほぼ限界に近い状況です。
　他会計繰入金対医業収益比率では、精神科病床を有しているにもかかわらず、当院は
9.5％で類団（黒字）の平均15.0％（17年度）より低くなっています。

  診療報酬で算定できる各種加算（緩和ケア診療加算、化学療法加算、電子化加算、救
急医療管理加算）に対応した病院にすることにより、増収を図ります。

　急性期医療に対応できる看護体制として７対１の看護基準を導入します。これによ
り、患者に対する看護を行う時間が相対的に増加し、医療の質の向上や看護師の労働環
境を改善するとともに、収益の増加を図ります。

特になし

　現在、未利用資産となっている旧医師公舎跡地の売却を行い資産の流動化を図りま
す。

　病院ホームページ及び会計時に渡す納入通知書の裏面に広告掲載を行い増収を図りま
す。

  第３次豊川市定員適正化計画の定員適正化目標にもとづき、医療職を除く職種におい
ては、退職者の補充を抑制し、再任用職員・嘱託員及び臨時職員を積極的に活用してい
きます。



Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 8,197 8,524 8,687 8,871 8,992 9,077 9,240 9,488 9,488 9,599

(1) 7,678 7,993 8,179 8,398 8,519 8,605 8,768 9,016 9,016 9,127

(2) (B)

(3) 519 531 508 473 473 472 472 472 472 472

２． 672 628 628 629 707 685 615 613 609 604

(1) 611 568 568 563 635 610 544 542 538 533

593 557 539 531 601 580 514 512 508 503

18 11 29 32 34 30 30 30 30 30

(2) 61 60 60 66 72 75 71 71 71 71

(C) 8,869 9,152 9,315 9,500 9,699 9,762 9,855 10,101 10,097 10,203

１． 8,447 8,601 8,842 9,076 9,164 9,305 9,479 9,497 9,560 9,664

(1) 4,608 4,536 4,628 4,732 4,702 4,808 4,922 4,824 4,915 5,038

2,146 2,113 2,101 2,088 2,045 2,103 2,189 2,195 2,196 2,242

180 189 220 274 365 430 331 227 320 408

2,282 2,234 2,307 2,370 2,292 2,275 2,402 2,402 2,399 2,388

(2) 1,966 2,066 2,178 2,292 2,318 2,341 2,381 2,446 2,446 2,475

920 946 979 1,053 1,042 1,053 1,071 1,102 1,102 1,115

1,355 1,451 1,467 1,487 1,580 1,626 1,636 1,657 1,657 1,658

497 514 540 535 535 576 587 608 608 609

50 59 50 94 60 60 60 50 50 50

(3) 468 489 519 471 504 470 480 520 492 443

２． 326 351 339 340 354 350 279 272 296 248

(1) 114 103 93 84 74 64 7 12 12 10

(2) 212 248 246 256 280 286 272 260 284 238

(D) 8,773 8,952 9,181 9,416 9,518 9,655 9,758 9,769 9,856 9,912

(C)-(D) (E) 96 200 134 84 181 107 97 332 241 291

(F) 2 5 3 6 6 5 5 5 5 38

(G) 15 19 21 5 60 30 30 30 30 30

(F)-(G) (H) -13 -14 -18 1 -54 -25 -25 -25 -25 8

83 186 116 85 127 82 72 307 216 299

(I) 352 533 640 718 840 922 990 1,293 1,494 1,782

(J) 4,811 5,014 5,398 5,474 6,190 5,749 6,190 6,789 7,378 7,960

1,231 1,337 1,364 1,430 1,507 1,504 1,515 1,536 1,528 1,534

(K) 909 803 837 844 958 948 855 761 854 945

909 803 837 844 958 948 855 761 854 945

(L)
( I )

(A)-(B)
(L)

(A)-(B)

(M)

(A)-(B) (N) 8,197 8,524 8,687 8,871 8,992 9,077 9,240 9,488 9,488 9,599

② 経 費

③ そ の 他

① 材 料 費

支 払 利 息

そ の 他

う ち 未 収 金

特 別 利 益

特 別 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

う ち 薬 品 費

）×100

医 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

医 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

医 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出

収 入 計

不 良 債 務 比 率 （

支 出 計

そ の 他 補 助 金

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

退 職 手 当

そ の 他

医 業 費 用

職 員 給 与 費

そ の 他

基 本 給

う ち 委 託 料

特 別 損 益

減 価 償 却 費

医 業 外 費 用

経 常 損 益

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （

不 良 債 務

う ち 一 時 借 入 金

((M)／(N)×100)資 金 不 足 比 率

）

地方財政法施行令第19条第１項により算定した
資金の不足額

×100



（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． 160 260 190 110 110 330 550 150 150 150

２．

３．

４． 265 266 223 231 208 204 198 209 257 222

５．

６．

７． 6

８．

９． 2 5

(A) 425 526 413 343 318 539 748 359 407 378

(B)

(A)-(B) (C) 425 526 413 343 318 539 748 359 407 378

１． 486 661 523 441 218 476 661 251 251 251

50 50 50 50 50

２． 397 399 335 363 339 1,034 176 184 273 285

３．

４．

５． 143 16 1 238 17 22 22 152 2 2

(D) 1,026 1,076 859 1,042 574 1,532 859 587 526 538

 (D)-(C) (E) 601 550 446 699 256 993 111 228 119 160

１． 600 549 445 698 256 993 111 228 119 160

２．

３．

４． 1 1 1 1

(F) 601 550 446 699 256 993 111 228 119 160

85 95 101 105 112 116 120 135 146 161

2,164 2,024 1,879 1,626 1,397 693 1,067 1,033 910 775

2,164 2,024 1,879 1,626 1,397 693 1,067 1,033 910 775

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

900 867 840 787 850 827 763 760 755 751

900 867 840 787 850 827 763 760 755 751

265 266 223 231 208 204 198 209 257 222

265 266 223 231 208 204 198 209 257 222

うち料金収入に計上すべき繰入等

(E)-(F)補 て ん 財 源 不 足 額

積 立 金 現 在 高

建 設 改 良 費
資

本

的

支

出
計

う ち 職 員 給 与 費

う ち そ の 他 に 係 る も の

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 赤 字 補 て ん 的 な も の

う ち 基 準 外 繰 入 金

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

他 会 計 出 資 金

計

他 会 計 補 助 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の
財源充当額

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

他 会 計 借 入 金

（単位：百万円）

企 業 債 現 在 高

うち建設改良費・準建設改良費に係るもの

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

補

て

ん

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

そ の 他

そ の 他

純 計

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

他 会 計 負 担 金

企 業 債



（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

資金不足比率 (％) (再掲)

料金回収率※ (％)

総収支比率（法適用） (％) 100.9 102.1 101.3 100.9 101.3 100.8 100.7 103.1 102.2 103.0

経常収支比率（法適用） (％) 101.1 102.2 101.5 100.9 101.9 101.1 101.0 103.4 102.4 102.9

医業収支比率（法適用） (％) 97.0 99.1 98.2 97.7 98.1 97.5 97.5 99.9 99.2 99.3

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲)

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲)

(％) (再掲)

(％) 10.1 9.5 9.0 8.3 8.8 8.5 7.7 7.5 7.5 7.3

うち基準内繰入金 (％) 10.1 9.5 9.0 8.3 8.8 8.5 7.7 7.5 7.5 7.3

うち基準外繰入金 (％)
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％)
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％)

(％) 62.4 50.6 54.0 67.3 65.4 37.8 26.5 58.2 63.1 58.7

うち基準内繰入金 (％) 62.4 50.6 54.0 67.3 65.4 37.8 26.5 58.2 63.1 58.7

うち基準外繰入金 (％)
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％)

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

(単位：％)

不良債務比率（法適用）又は
赤字比率（法非適用）

繰
入
金
比
率

資本的収入分

収益的収入分



（４）収支見通し策定の前提条件

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

　　建設改良に要する経費について、企業債の元利償還金については今後の借入見込みを反映させ、利率を年1.2％で算出した。
共済組合長期給付事業事業主公的負担金は前年比での減少率で算出し、その他はｈ19予算と同額とした。

　未利用資産である旧医師公舎跡地の売却については、現在は道路用地買収に係る代替用地となっているが、事業の目途が立つ
平成23年度に売却を予定した。

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

入院収益
　一般入院単価は年1％増（診療報酬改定年は0％増）、精神入院単価はｈ18実績で見込んだ。患者数はｈ18実績をベースに算定し
た。それに加え、経営課題で挙げた７対１看護基準の導入及び増収対策分について上乗せした。
外来収益
　単価は入院と同様で年1％増（改定年は0％増）、患者数はｈ18実績をもとに算出した。1日当り患者数×診療日数で患者数を計上
し、単価を乗じた。
　それに加え増収対策分を上乗せて計上した。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み



Ⅳ　経営健全化に関する施策

　退職時特昇の制度はありません。（平成１６年７月１日廃止）

　平成１７年度に互助会財政検討委員会を開催し、互助会事業の公費負担のあり方について見直しを行い、公費負担額を削減しました。
　健康保険組合の事業主負担割合については、適正化に向けて、引き続き愛知県九市健康保険組合に働きかけていきます。

　③第３次豊川市定員適正化計画の定員適正化目標にもとづき、医療職を除く職種においては、退職者の補充を抑制し、再任用職員・嘱託員及
び臨時職員を積極的に活用していきます。

　給与構造改革は、平成１８年４月１日に実施済です。医師を除く地域手当については、国の支給率が0％であることに鑑み、今年度中に条例本
則を改正し、平成２２年度から廃止します。

　取組方針は、平成２０年３月末までに公表する予定です。
　現在、行（一）、行（二）の給料表が、未分離であるため、分離に向けて検討しています。

　地方公営企業としてより企業性を高め、経営責任を明確にし、効率的・効果的な運営体制の確立を目指せるよう、地方公営企業法の「一部適
用」から「全部適用」への移行について、早期に検討を行います。

項　　　　目 具　体　的　内　容

１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
　費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
　まえた給与構造の見直し、地域手
　当のあり方

　当院ではこれまでにも経費縮減のため、材料費の購入については他の病院の動向を見ながら価格交渉を積極的に行っています。また、機器の
保守に係る委託料についても、機器購入時に数年間のランニングコストも含めた価格交渉を行うなど努力を続けています。今後においても、最小
の費用で最大の効率を上げられるよう、常にコスト意識を持ち、さらなる費用の縮減を図っていきます。

◇　技能労務職員に相当する職種に
　従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
　民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
　化に向けた取組

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

今回、策定する経営健全化計画については、承認後、速やかに議会及び市民のみなさんへ公表を行います。
　また、病院ホームページを活用して財務情報をわかりやすくお知らせしていきます。

各年度が終了する都度、計画が達成できたかどうかを確認します。その結果目標を大きく下回った場合には、原因を分析し、見直しを図ります。
　取組みの効果のうち、削減した金額や人員など、数値化が可能なものについては、ホームページ等で公表し、市民のみなさんへの説明責任を
果たします。

具　体　的　内　容

　①看護師の採用を積極的に行い、看護師配置基準の７対１を実現し、診療報酬加算による増収を図ります。
　②診療報酬で算定できる各種加算（緩和ケア診療加算、化学療法加算、電子化加算、救急医療管理加算）に対応した病院にすることにより、増
収を図ります。
　④病院ホームページ等に広告掲載を行い増収を図ります。
　⑤現在、未利用資産となっている旧医師公舎跡地の売却を行います。
　

○　経営健全化や財務状況に関する情報
　公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政評価の導入

５　その他

項　　　　目

３　コスト等に見合った適正な料金水準への
　引上げ、売却可能資産の処分等による歳入
　の確保

○　料金水準が著しく低い団体にあって
　は、コスト等に見合った適正な料金水
　準への引き上げに向けた取組



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。

　（Ⅳの３）病院ホームページ等に広告掲載を行い増収を図ります。
　（Ⅳの３）未利用資産（土地）の売却を行います。
   (Ⅳの４）経営健全化計画は、承認後、速やかに議会及び市民のみなさんへ公表を行います。
　（Ⅳの４）病院ホームページを活用して財務情報をわかりやすくお知らせしていきます。
　（Ⅳの４）各年度が終了する都度、計画達成度の確認をし、その結果を公表します。

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

　（Ⅳの１）医療職を除く職種においては、退職者の補充を抑制し、再任用職員・嘱託員及び臨時職員を積極的に活用していきます。

　（Ⅳの３）看護師配置７対１を実現し、診療報酬加算による増収を図ります。
　（Ⅳの３）診療報酬で算定できる各種加算（緩和ケア診療加算、化学療法加算、電子化加算、救急医療管理加算）に対応した病院にすることにより、
　　　　　　増収を図ります。
　 なお、当院は平成６年度から黒字決算を続けており、繰越欠損金は平成１２年度に解消しています。

　該当ありません。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）

２　年度別目標等

（４）病院事業

●年度別目標 （単位：人、百万円、％）
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前5年度） （計画前4年度） （計画前3年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第2年度） （計画第3年度） （計画第4年度） （計画第5年度）
（決算） （決算） （決算） （決算） （決算見込） 目標 目標 目標 目標 目標

56 67 67 66 69 73 73 73 73 73
-3 11 0 -1 3 10 4 0 0 0 0 4

0
290 297 294 296 301 304 351 351 351 351
-5 7 -3 2 5 6 3 47 0 0 0 50

0
79 77 77 77 79 79 80 80 80 80
3 -2 0 0 2 3 0 1 0 0 0 1

0
71 71 71 68 69 72 69 65 64 61
-2 0 0 -3 1 -4 3 -3 -4 -1 -3 -8
0 0 4 17 17 38 0 13 32 38 50 133
31 31 33 33 34 37 37 37 37 37

事務職員 -2 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 3
0

40 40 38 35 35 35 32 28 27 24
労務職員 0 0 -2 -3 0 -5 0 -3 -4 -1 -3 -11

4 17 17 38 13 32 38 50 133

56.2 53.2 53.3 53.3 52.3 53.0 53.3 50.8 51.8 52.5

0

0

0
7対1看護

0 0 -89 69 69 70 119
加算取得による増収

0 0 12 12 12 12 48
広告掲載

0 0 2 2 2 2 8
未利用資産の売却

0 0 0 0 0 33 33

88 88 0 47 94 141 141 423

0

0
累積欠損金比率

増　減
企業債現在高 2,164 2,024 1,879 1,626 1,397 693 1,067 1,033 910 775

増　減 -237 -140 -145 -253 -229 -704 374 -34 -123 -135
126 764

（注）１．職員数「その他職員」欄については、必要に応じて事務職員、給食職員など内訳を記入すること。

　　　２．費用削減「その他」欄には、必要に応じて見直した経費等（材料費、薬剤費、委託費等）の内訳を記入すること。 101
　　　３．会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

改善額

改善額

人件費の見直し

うち非常勤職員　　　
改善額

うち退職手当以外

計画前5年間
実　績

計画前５年間改善額　合計

患者一日一人当収入の増

増減数

職員数
増減数

医業収益に対する職員給与費割合

改善額

入院・外来患者の確保

改善額

その他

計画合計

改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

職
員
数

改善額

増減数
改善額
職員数
増減数

改善額

改善額

改善額

増減数

費
用
削
減

改善額
うち正職員（地域手当削減他）

収
入
確
保

改善額

その他

改善額

改善額

改善額

目標又は実績

職員数

改善額
職員数

職員数

区
分

医　　　 師

看護部門職員

医療技術職員

その他の職員

職員数
増減数

うち退職手当



（４）病院事業（つづき）

●各種経営比率
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前5年度） （計画前4年度） （計画前3年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第2年度） （計画第3年度） （計画第4年度） （計画第5年度）
（決算） （決算） （決算） （決算） （決算見込） 目標 目標 目標 目標 目標

101.1 102.2 101.5 100.9 101.9 101.1 101.0 103.4 102.4 102.9
97.0 99.1 98.2 97.7 98.1 97.5 97.5 99.9 99.2 99.3
56.2 53.2 53.3 53.3 52.3 53.0 53.3 50.8 51.8 52.5
11.2 11.1 11.3 11.9 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
24.0 24.2 25.1 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8

100.3 101.8 101.5 101.7 101.8 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0

43.7 29.0 15.5 18.2 7.1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
84.3 87.4 88.7 86.2 83.9 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0

95.6 97.1 97.0 96.6 95.9 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6
（注）１．複数の病院を有する事業にあっては、病院ごとに作成すること。

　　　２．「病床利用率」欄には、稼働病床が許可病床と異なる場合における稼働病床利用率を上段（　　）書きすること。

　　　３．「類似規模」欄には、「地方公営企業年鑑」における経営規模別（黒字病院）の数値を記入すること。

●再編・ネットワーク化について

●経営形態の見直し（民間的経営手法の導入）について

　当院は、平成９年度より一般病床利用率が100％を超えており、なおかつ平成１７年度からは、東三河北部医療圏にある新城市民病院の機能低下により、本来、そこが担うべき役割を当院が担っております。当院が担いきれない部
分については、他の医療機関と連携をとっているところですが、今後についてもその連携は強化していかなければなりません。
　再編・ネットワーク化については、当該二次医療圏ばかりでなく、隣接する医療圏においても調整が必要であるため、今後は県からの指導や助言をいただきながら、検討を進めていきます。

　　  現在、当院は地方公営企業法のうち財務規定のみが適用される「一部適用」のもとに運営を行っています。
　今後の経営形態については、事業管理者の設置により経営責任が明確化され、自律性が高まることによる効率的、効果的な運営体制の確立の図ることのできる地方公営企業法「全部適用」を視野に入れた検討を早期に行い、
　経営状況や病院を取り巻く環境の変化に的確に対応できる体制を確立していきます。

（平成17年度）

86.4

96.7
53.3
15.0
27.2

32.5

103.2

類似規模
全国平均

　　※　二次医療圏における「再編計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

病
床

職 員 給 与 費 率
薬 品 費 率

0.5

病床利用率

　　※　「新経営形態への移行計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論を取りまとめる時期」を具体的に記載すること。

87.7
92.9

一　　　　般
療　　　　養
結　　　　核
精　　　  神
感　 染 　症

82.3

計

経
営
指
標

経 常 収 支 比 率
医 業 収 支 比 率

材 料 費 率

区
分

目標又は実績


